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研究成果の概要（和文）：本研究は、正義の理論に対する責任観念の取り込み方の点から、ロールズの社会正義
の理論を肯定的に再評価するするものである。その際、ロールズ理論を運の平等主義による責任の理解の仕方と
対比している。
運の平等主義は、各個人の過去の選択の評価（選択の賢さや正しさの程度）と分配上の取り分の一致の点から責
任を理解している。しかし、この責任の理解には以下二つの問題がある。第一に、個人の選択に対する制度や規
範からの多大な影響を考慮することが難しい。第二に、不正な社会構造を是正する責任を考慮できなくなってし
まう。これら二点からして、運の平等主義の責任理解は適切ではない。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to reevaluate Rawlsian theory of social justice in 
terms of the way of incorporating the notion of responsibility into theories of justice. In doing 
this, I contrast Rawlsian theory with luck egalitarian way of understanding of responsibility. 
Luck egalitarian theories understand responsibility in terms of congruence between  qualities of 
individual past choices (how prudent and/or whether right or wrong) and her distributive shares. 
However, this way of understanding of responsibility has following two problems. First, It is 
difficult for this understanding to consider great impacts of institutions and norms on individual 
choices. Second, it is impossible for this understanding to take responsibility in the sense of 
remedying unjust social structure into account. Because of these two problems, luck egalitarian way 
of understanding of responsibility is not adequate. 

研究分野： 現代政治哲学

キーワード： ジョン・ロールズ　分配的正義　関係論的平等主義　社会的平等　運の平等主義　責任
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は社会正義の理論における責任観念の適切な理解を扱っている。責任の問題は社会制度の設計において重
要である。例えば、責任に対する理解の仕方は、社会保障制度がどのようなものであるべきかという見方にも大
きく影響する。実際、反平等主義者は責任を引き合いに出して平等主義的な法・制度を批判することが多い。こ
のような責任を根拠とする反平等主義的主張に（理論的に）反論しようとしているのが運の平等主義である。し
かし、本研究で明らかになったように、運の平等主義の責任理解は、社会正義の理論に対する責任の組み込み方
としては適切ではない。反平等主義的主張に反論する際にも、別の責任の理解の仕方が必要となる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究は、英語圏の現代政治哲学における社会正義論（分配的正義論）を背景としている。
とりわけ、運の平等主義(luck egalitarianism)と関係論的平等主義(relational egalitarianism)
との論争を最も重要な背景としている。 
 運の平等主義は、現代の正義論において最も有力な立場の一つと言いうる。運の平等主義に
よれば、運による結果に対しては当人が責任を負わないため補償をすべきが、選択による結果
には当人が責任を負うため補償をしないのが正しい。すなわち、各個人の分配上の取り分の正
義を選択に伴う責任を中心に判断する立場である。責任を重視する背景には、右派・リバタリ
アニズムによる批判が存在する。すなわち、右派・リバタリアンは、平等主義は個人の選択責
任を無視するという根拠で平等主義を批判することが多い。これに対抗して平等主義を再構成
しようとする試みが運の平等主義であるとみてもよいだろう。 
 こうした運の平等主義の立場に対しては、主として、E.アンダーソンら関係論的平等主義者
たちが批判を展開している(Anderson 1999=2018)。これらの批判に対して、運の平等主義者も
応答を試みている(Knight 2009; Lippert-Rasmussen 2015)。 
 本研究では、ロールズ理論を支持するスタンスからこうした論争における主要な争点に取り
組む。運の平等主義の代表的論者と関係論的平等主義の代表的論者の双方が、自分たちの立場
をロールズ理論の不十分な面を克服するものとして位置づけている。そのため、ロールズ理論
を再評価する本研究の取り組みは、その論争に対して重大な影響を与えうるものとなる。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究では、次の二つの目的を設定する。(1)ロールズの正義の理論が有する方法上の特徴を
明らかにして擁護する。(2)運の平等主義における責任の理解・構想を明確化した上で、その問
題点を明らかにし、ロールズ理論における責任の理解であればそのような問題点を回避するこ
とができるという点を主張する。 
 これら 2 つの目的は、以下のように、上記の運の平等主義と関係論的平等主義の論争が不十
分にしか扱えていない点に対応している。 
 
(1)に関して 
：関係論的平等主義の批判と運の平等主義による応答では、理論を展開する方法上の想定が異
なり、議論がすれ違っている可能性が高い。一方で、関係論的平等主義の議論では、必ずしも
正義原理に従おうとしない人びとが存在するという点も含めて、現実の人間の傾向性を考慮に
入れた水準が想定されている。言いかえると、関係論的平等主義の理論はかなり非理想的な想
定の上に構築される。他方で、運の平等主義の議論では、現実の条件に拘束されずに、正義に
かなった分配状態の条件（必要十分条件）を特定することが目指される。言いかえると、運の
平等主義の理論は理想的想定の上に構築される。それゆえ、両者の間の論争はすれ違っており、
生産的な議論ができていない危険性が生じてしまう。 
 これに対して、本研究は、方法上の問題により意識的に議論を展開したい。まず、ロールズ
の正義の理論の方法的特徴を明確にする。次に、そのロールズ的方法を、運の平等主義側の方
法および関係論的平等主義側の方法と対比させ、ロールズ的方法を擁護する。このようにして、
議論の前提としてロールズ的方法を固定する(cf. Cohen 2008)。そうすることによって、従来の
運の平等主義と関係論的平等主義の論争の中で、有効な論点と有効でない論点を適切に区分す
ることができる。 
 
(2)に関して 
：上記のように、運の平等主義は平等主義的正義論を展開するにあたって、責任の観念を重視
している。しかし、その批判者である関係論的平等主義側では責任の問題がどう理解されてい
るのか必ずしも明らかではない。少数の例外を除いて、関係論的平等主義者は、責任の観念を
理論展開の中心に置いていない(cf. Young 2011=2014)。 
 対照的に、本研究では、運の平等主義における責任概念に対する理解・構想を明確に定式化
した上で、その理解・構想が抱えている問題点を指摘する。さらに、ロールズの正義の理論に
おける責任の位置づけから、ロールズ理論であれば運の平等主義の責任理解が抱えている問題
点に陥らずにすむという点を明らかにする。本研究では、この責任理解の問題からロールズ理
論が関係論的平等主義の一種であることが明確になる。それゆえ、この研究は、運の平等主義
に対する関係論的平等主義の批判を有効なかたちで再構成することにもなる。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、現代政治哲学において通常の方法となっている、テキスト分析と概念分析（構

想間の比較）を用いている。つまり、次のような方法である。まず、テキストを精読してそれ



ぞれの理論家や立場がある概念(concept)（例えば、平等）に対してどのような理解・構想
(conception)を採用しているのかを明らかにする。そのようにして抽出された理解・構想に問
題がないかを検討する。当該の構想が、われわれが広く共有している直観に反する含意を有し
ていないか、あるいは、もともとの概念の重要な要素・側面を捨象していないかといった点か
ら、構想を検討する。その構想に問題点がある場合には、そのような問題点を回避することが
できる代替的な構想を提示する。本研究では、このような方法を用いて、例えば、運の平等主
義を対象に責任の概念ついて検討している。 
 
 
 
４．研究成果 
 
 上記のように、本研究では二つの目的を立てた。すなわち、(1)ロールズ理論の方法上の特徴
を明確化し擁護すること、(2)責任の理解・構想の観点から、運の平等主義を批判し、ロールズ
理論を肯定的再評価すること、の二つである。 
 結論から言えば、(1)については十分に達成できたとは言えず、(2)についてはほぼ達成できた
が、まだ論文や学会報告で公表・発表できていない部分が残されている。以下に説明をしてい
く。 
 
(1)に関して 
：ロールズの方法的特徴を研究していたが、論文や学会報告にできたのは、関連する別の点に
関わるものであった。まず、申請時に予定していない事情として、日本における英語圏の分配
的正義論・平等論の先駆的研究者である井上彰氏の著作が刊行された。そのため、2017 年から
2018 年にかけて、井上氏の著作に対する書評関連の仕事に取り組むこととなった。その成果は、
下記の学会発表や雑誌論文として公表されている。 
 この書評関連の活動から以下のような点が明らかになった。報告者は、井上氏の理論的立場
に対して、概念分析の方法の問題・価値の理解の問題・責任の扱いの問題という 3 点から批判
を展開した。その結果として明らかになったのは、最も重要な対立点は、そもそも政治哲学を
どのような方法に依拠して展開するのか、分析対象になる「価値」(value)とは何なのかにある
ということである。井上氏は運の平等主義に近い立場であり、報告者が擁護しているロールズ
主義は関係論的平等主義の一種として位置づけられる。それゆえ、運の平等主義と（ロールズ
主義を含む）関係論的平等主義との論争は、根本的には、政治哲学の方法の差異、ひいてはメ
タ倫理学上の立場の違いに行きつく可能性が高い(井上 2018; 森 2019, 第 5 章)。詳述するス
ペースはないので一言で述べれば、報告者や関係論的平等主義者の立場は、二人称的・契約論
的な道徳の構想と人格依存的な価値論に依拠するのに対して、井上氏や運の平等主義の立場は、
三人称的・非関係的な道徳の構想と事態ベースの価値論に依拠することになる。 
 こうした点は、ロールズの政治哲学の方法を擁護する場合、メタ倫理学や価値論といった別
の学問領域の論争点に立ち入る必要があることを示している。この研究は困難を極めるため、
(1)の研究成果については十分にまとまったかたちで公表することができなかった。現在、メタ
倫理学や価値論に踏み込まない仕方でロールズ的方法を擁護する道筋を探究中である。 
 また、方法論とはやや離れてはいるが、副次的な研究成果として、ロールズのリベラリズム
と非支配としての自由（共和主義的自由）との関係を論じる論文を公表した。リベラリズムの
立場は、通常、非干渉としての自由＝消極的自由を採用しているとみられている。しかし、こ
の研究成果では、リベラリズムの代表的理論家であるロールズの立場が、消極的自由よりも、
むしろ非支配としての自由との親和性が強いという点を示している。 
 
 
(2)に関して 
：本研究の主たる成果として挙げられるのは、こちらの正義の理論上での責任の理解・構想の
考察である。この研究では以下のような知見を得られた。 
 運の平等主義の立場では、責任は、各個人の過去の選択の評価（選択の賢さの程度や正しさ）
と分配上の取り分が一致することを要請する。つまり、責任の観点からして、あまり賢明でな
い（正しくない）選択をした個人は、分配上の取り分が少なくなることを受け容れるべきであ
る。反対に、賢明な（正しい）選択をした個人は、より多くの分配上の取り分を受け取るべき
である。 
しかしながら、このような責任の理解には、社会正義の理論への責任の組み込み方としては、

以下二つの点で問題がある。第一に、個人のあらゆる選択は、社会における制度や規範を背景
になされる。上記のような責任理解では、こうした当人の選択に帰せない制度・規範の影響を
割り引かなければ責任の判断ができない。しかし、そうした割り引きの判断は非常に困難であ
る。第二に、現在の社会構造（社会制度・規範）が不正なものであるとする。その場合、不正
な社会構造を是正して正義にかなったものに変えることも市民（社会のメンバー）の責任とみ
なされうる。しかし、上記のような個人の取り分と選択の評価の一致に焦点をあてる責任理解
では、このような集合性と関わるような責任の側面を考慮することができない。 



以上のような運の平等主義の責任理解に伴う問題点の指摘は、下記のように 2108 年度の日
本倫理学会で報告している。 
 なお、上記二点の問題は、運の平等主義とは異なり、ロールズ理論においては発生しない。
というのも、次のように両理論は理論構造における責任の位置づけが異なるからである。運の
平等主義の場合、個人がどのような場合に選択責任を負うべきなのかを特定化することから、
どのような正義原理が適切なのかが決定される。つまり、個人の選択責任の理解が正義の理解・
構想を規定する。これに対して、ロールズ理論の場合、まず社会の基本的制度に適用される正
義原理が正当化され、それに基づいて個人が負うべき責任が決まる。つまり、責任の理解は、
先行する制度的正義の理解・構想に依存している。このような理論構造を採る場合、上記の二
つの問題は生じない。第一に、この場合、背景的な制度・規範からの影響を割り引いて厳密に
選択責任の判断を下す必要がない。第二に、先行して正当化されている正義原理の実現が義務
として課されており、市民は不正な社会構造の是正責任を負うことになる。ただし、そうした
是正の負担をどのように割り当てるべきかという点は、ロールズ理論で焦点になっている部分
ではないため、別の道具立てが必要になる。こうした責任の理論構造上の位置づけの点からロ
ールズを擁護できるという点は、まだ論文や学会報告で公表できていない。この後、公表・発
表することになるだろう。 
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